
平成23年1月の給与から源泉所得税の天引き額が変ります 

「子ども手当」の支給により、中学生以下の扶養者がある場合に、源泉所得税の控除額が変更になり

ますので、ご注意ください。 

 

対象者：中学生以下の子どもがいる方（平成8年1月2日以降に生まれた扶養親族がある方） 

 

計算方法：中学生以下の扶養者は、控除対象扶養親族の人数にはカウントせず、源泉所得税の控除額

を計算してください。 

 

例えば、サザエさんの夫、フグ田マスオさんを例にとると、扶養される親族はサザエさんとタラちゃ

んです。2名の扶養がいますが、タラちゃんは中学生以下ですのでカウントせず、サザエさん1人を扶

養として考えます。 

結果、源泉所得税額が増えますので、手取額が減ることになります。 

 

この処理をしないと、年末調整で還付額が少なくなりますし、不足で徴収する必要も出てきます。 

税理士法人ティータック 

不明点は担当者までご質問ください。 

犬山市松本町2丁目102番地   電話 0568-63-0887 


